
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

勝浦地域（勝浦小学校区） 

奴山、桂、西東、勝浦浜、勝浦松原、塩浜 自治会 

神興地域（神興小学校区） 

手光、冠、小竹、東福間１、東福間２、 

東福間３、東福間４、東福間５、東福間６、 

東福間７、東福間８、東福間９、東福間１０、 

東福間１１、東福間１２、高平、光陽台４、 

光陽台５、光陽台６ 

注）手光２は R７自治会設立予定 

自治会 

津屋崎地域（津屋崎小学校区） 

在自、須多田、大石、生家、梅津、末広、渡、 

東町１、東町２、天神町、新成、岡の２、 

岡の３、新町、北の１、北の２、五反田、 

新東、堅川 

自治会 

南町、緑町、本町、福間松原、昭和、西福間１、 

西福間５、古町、大和１、大和２、花見１、 

花見２、花見３、花見４ 

福間地域（福間小学校区） 

自治会 

宮司地区 
（津屋崎小学校区※宮司地区のみ小学校区とは異なります。） 

善福、的岡、宮司１、宮司２、宮司３、宮司西、

宮司ヶ丘、星ヶ丘 

自治会 

上西郷地域（上西郷小学校区） 

畦町、本木、舎利蔵、内殿、上西郷、 

上西郷自治区 

自治会 

神興東地域（神興東小学校区） 

通り堂、津丸、久末、八並、桜川、若木台１、

若木台２、若木台３、若木台４、若木台５、

若木台６、あけぼの、三角 

自治会 

福間南地域（福間南小学校区） 

四角、両谷、原町１、原町２、原町３、 

有弥の里１、有弥の里２、光陽台１、 

光陽台２、光陽台３、光陽台南、日蒔野１、

日蒔野２、日蒔野３、日蒔野４、日蒔野５、

日蒔野６、 

自治会 

 

 

 

郷づくりホームページはこちらから！ 郷づくりについてもっと知りたい！ 

郷づくりホームページ 福津市 郷づくりとは 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勝浦地域郷づくり推進協議会 

拠 勝浦郷づくり交流センター 

所 勝浦 2274-1 

📞 52-2217 

神興地域郷づくり推進協議会 

拠 神興郷づくり交流センター 

   （神興小学校内） 

所 東福間 6-4-1 

📞 43-0621 

宮司地区郷づくり推進協議会 

拠 宮司コミュニティセンター 

所 宮司浜 2-15-1 

📞 52-0780 

上西郷地域郷づくり推進協議会 

拠 上西郷郷づくり交流センター 

所 内殿 591-15 

📞 72-5093 

市では、市内をおおむね小学校区の８つの地域に分け、

各地域に郷づくり推進協議会（以下、協議会）を設立し

ています。協議会は、自治会を中心として、各種団体や

ボランティアなどと協力・連携して地域づくりに取り組

む組織です。 

郷づくり推進協議会とは 

拠 拠点施設 

所 所在地 

📞 電話・ファックス番号 

● 拠点施設の場所 

津屋崎地域郷づくり推進協議会 

拠 津屋崎郷づくり交流センター 

   （津屋崎行政センター内） 

所 津屋崎 1-7-2 

📞 52-1553 

福間南地域郷づくり推進協議会 

拠 福間南郷づくり交流センター 

   （愛称：南しょっとセンター） 

所 日蒔野 4-19-1 

📞 72-5138 

神興東地域郷づくり推進協議会 

拠 神興東郷づくり交流センター 

   （愛称：ふれあいじんとう） 

所 久末 236-1 

📞 43-1421 

福間地域郷づくり推進協議会 

拠 福間郷づくり交流センター 

   （愛称：ふくまりん） 

所 西福間 2-7-33 

📞 72-1085 

 

 

自治会と何が違うの？ 

自治会とは、同じ地域に住む人たちがお互いに助け合い、暮ら

しの課題を一つ一つ解決することで、住みやすい地域をつくる一

番身近な組織です。しかし、自治会だけでは対応が難しいこと

や、広域で取り組んだ方が効果的な場合は、郷づくり地域単位

で取り組んでいます。 

主に以下の分野の活動があり、部会ごとに活動しています。 

 自主防災や防犯、交通安全に関する活動  

 福祉や健康の増進に関する活動 

 子育て支援や青少年の健全育成に関する活動 

 環境の保全、環境美化に関する活動 

 地域の活性化に関する活動 

どんな活動をしているの？ 
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